２０１４年度の予算要望に対する回答
１、来年４月からの消費税増税は、市民生活や地域経済に大打撃を与えることは明らかである。
所得の低い人ほど負担が大きい逆進性のある消費税を増税すれば、貧困と格差をますます拡大させることになり、市財政においても、地方交付税や市税の増収につながる保障もない。
①国に対し、来年４月からの消費税増税中止を求めること。

②生計費非課税を基本とし、消費税増税による市の公共料金への転嫁はおこなわないこと。
（総務課）

①　消費税率の引き上げにつきましては、国会において関係法案が可決され、平成26年４月１日から施行されることが決まっておりますことから、消費税の増税中止を求めることは考えておりません。国において閣議決定されております５．５兆円規模の経済対策について、今後もその動向を注視しながら、必要な対応に努めてまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願いいたします。
②　消費税は、国内において資産の譲渡等を行う個人事業者及び法人を納税義務者としており、国や地方公共団体なども消費税の納税義務があります。桑名市においても、使用料等は条例等でその金額を定め、その中に消費税を含んでいる扱いとしております。

　　このことに加え、国からは、公の施設の使用料について、消費税が円滑かつ適正に転嫁されるよう求める内容の地方自治法に基づく技術的助言がなされております。
　　予算的な面から見ても、諸経費において消費税増額による支出増が見込まれることから、現状のサービスを維持するためには、消費税率の引き上げに伴う使用料等の見直しは必要と考えておりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。
２、雇用問題は深刻である。国が検討中の不安定・非正規雇用を拡大する「派遣労働法の適用拡大」、「限定正社員制度」、「解雇の金銭解決」、「裁量労働制の拡大による残業代ゼロ」に反対すること。
地元に雇用を生み出すといって、企業の誘致に力を入れているが、その誘致企業が社員を解雇しても、その情報が行政に入らないようではいけない。　　誘致企業に対し、事前に行政に説明・相談をすることを義務付けること。
（商工課）

現在、国においては、労働者派遣法の改正を進めており、派遣期間や、日雇い派遣の条件緩和などが検討されております。
企業による正社員から、非正規社員への置き換えが進みかねないといった懸念もある中、一定の条件付けも併せて検討されており、現段階では、検討経過を注視しているところでございます。
また、限定正社員制度や、裁量労働制などは、生活スタイルの多様化から、多様な働き方を望む方もみえ、企業、労働者の両面から今後も検討が進められていくものと思います。いずれにしても不当な雇用条件とならないよう注視してまいります。
なお、立地奨励金の交付企業には、申請時に雇用従業員の状況を確認しております。交付対象でない場合には義務付けは難しいものの、大きな雇用計画がある場合は、これまでも連絡をいただいており、今後も引き続き企業情報等の提供をお願いし、情報収集を図ってまいりたいと考えております。
３、生活保護基準は最低賃金、住民税非課税限度額の算定、就学援助などさまざまな諸制度の基準となっており、安倍政権が８月におこなった生活保護引き下げは、受給者のみならず、国民生活に深い影響を与えている。
①国に対し、生活保護費削減の撤回を求めること。
②ケースワーカーを増員し、きめ細かな相談や援助ができるようにすること。
③市独自の各手当は、生活困窮に直面している市民を支援するものであり、廃止は認められない。今年度から廃止した夏期手当は復活すること。また、年末手当の廃止はおこなわないこと。
（福祉総務課）
①　福祉事務所長連絡協議会等の上部組織に機会を見て、要望していきたいと考えています。
②　生活保護のケースワーカーにつきましては、現在９名の職員が、生活保護世帯７５０世帯を受け持っています。ケースワーカーが受け持つ国の基準ケース数は８０世帯となっていますので、概ね充足しているのではないかと考えていますが、生活保護世帯の動向に留意しながら、生活保護受給者の方にきめ細やかな相談や援助が出来るよう、今後も必要に応じて、組織の充実を図ってまいります。
③　社会保障費は年々増加の傾向を辿り、市独自の手当てである夏期手当と年末手当につきましては、国・県の制度の基準を上回る法定外の援助であり、県下の他市の状況を参考に支給していましたが、三重県下で支給していた１市につきましても、平成２３年度より廃止することとなったため、当市につきましても扶助費の適正化を図るため、平成２３年度より廃止させていただきました。
４、低所得者が多く加入する国保は、高すぎる国保料が市民生活の大きな負担となっており、全国的にも滞納世帯が２割を占め、住民の支払い能力を超えている。そもそも国保は、「社会保障及び国民保健の向上」（国保法第１条）を目的とし、国民に医療を保障する制度である。ところが、国保の財政難、保険料高騰、滞納増の悪循環を抜け出せず、そのため住民から医療を遠ざけている。また、滞納に対する徴収強化も住民を苦しめている。
①国保の都道府県化は、市町村の権限がなくなり住民の声が届きにくくなる。市町村独自の支援制度もできなくなり、保険料アップに繋がる。国保運営を一層困難にする都道府県化には反対すること。
②保険料引き下げのために、一般会計からの繰り入れをおこなうこと。
③国保運営について、国および県に対して、財政負担を求めること。

④基金の活用で保険税を一人当たり1万円を引き下げること。
（保険年金課）
①　将来にわたって皆保険制度を維持するためには、国保財政基盤の安定化、医療機関の偏在による医療給付費の格差是正などの構造的な課題に対処する必要があります。このため、都道府県を基礎単位とする広域化は、今後の運用にとって有効であると考えており、三重県国民健康保険広域化等支援方針のもとに、県と市町とで議論を進めてまいります。
②　国保税は、補助金や法令等に定めのある繰入金等を除いた保険給付費用について、加入者で負担することになっていますので、急激な税率の引き上げを行う事態にならない限りは、一般会計からの繰入れは難しいと考えます。
　今後、国保を取り巻く制度改正の動向や財政状況等を見極めながらの対応も重要であると考えております。

③　国民健康保険に係る国及び県の財政支援については、各保険者共通の要望事項でございます。

④　国民健康保険事業につきましては、現時点で安定した財政収支が確保されていますが、引き続き医療費の増加傾向と被保険者の高齢化の進行等により、財政運営は今後厳しい状況が予想されます。今後とも、国保の財政状況も勘案し、被保険者の方々が、必要な時に必要な医療を安心して受けられるよう、制度の安定的な運営に努めます。
５、介護保険制度が導入されて13年になるが、保険料は増加の一途をたどり、保険料・利用料は高齢者世帯の大きな負担となっている。また介護の社会化にはほど遠く、介護のための離職者は年10万人にのぼり、「保険あって介護なし」の現状の改善は急務である。しかし、国はさらに国民に犠牲を強いることをすすめようとしている。

①「要支援はずし」や特養ホームの入所資格の制限など、介護保険制度の改悪には反対すること。
②国に対し、国庫負担の割合を増やし、保険料を軽減することを求めること。

③保険料及び利用料に対し、市独自の減免制度をつくり、安心して介護保険が利用できるようにすること。

（介護・高齢福祉課）
①　第６期介護保険事業計画については、国では2025年を見据えた「地域包括ケア計画」と位置付けており、市には新たな計画に基づく在宅医療・介護連携の推進が求められております。
　　予防給付と地域支援事業については、新しい「介護予防・日常生活支援総合事業」として統合され、現在、介護予防給付の中で行われている訪問介護や通所介護は、地域支援事業へと移行される予定となっています。財源については、これまでどおり介護保険制度の中で取り扱われますが、事業内容や人員基準などについては市町村の裁量とされているところであります。

　　また、特養ホームの入所資格の制限については、重度の要介護者で、特養ホームへの入所を希望しながら在宅での生活を余議なくされている高齢者が数多く存在していることを踏まえ、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施設としてより重点化され、原則要介護３以上の方しか入所できなくなります。

　　そのため、市といたしましては、今後、定員が29人以下の地域密着型特別養護老人ホームやグループホームの整備、在宅サービスとして定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービスの在宅サービスの整備、更には県指定の特別養護老人ホーム、介護老人保健施設への整備の推進を行い、現在、利用されている方のサービス低下に繋がらないよう、しっかりとした基盤整備に努めてまいります。
②　介護保険料につきましては、第５期介護保険事業計画（24年～26年の３ヵ年計画）策定時に、低所得者へ配慮し、９段階から11段階へと被保険者の負担能力に応じた、よりきめ細やかな保険料段階を設定したところです。
　　第６期介護保険事業計画では、介護給付費の動向を勘案しながら介護保険料の算定を行ってまいりますが、介護保険事業に対する財源割合につきましては、国で定められた割合に準じて対処してまいりたいと考えております。

③　利用料につきましては、１割の利用者負担の合計額が高額となり一定額を超えたとき、後日保険給付される「高額介護サービス費」、低所得者が施設サービスを利用したとき、居住費と食費の負担額の一定額以上が保険給付される「特定入所者介護サービス費」、介護保険の利用者負担額と医療保険・後期高齢者医療の一部負担金等の合計額が高額になったとき、限度額を超えた分が保険給付される「高額医療合算介護サービス費」など、介護保険制度にて定められた負担軽減制度で対応してまいりたいと考えております。
　　なお、市が独自で行う減免制度については、特段何も考えておりませんので、ご理解をお願いします。

６．子ども医療費助成対象を全中学生に実施すること。
（保険年金課）
中学生における医療費助成は、入院及び18歳までの子ども3人以上扶養する世帯に限定し、通院医療費の助成を始めております。
ここ数年、子ども医療費助成の拡充がされたことにより、医療費助成額の高い伸びが続いており、現行制度を維持することさえ非常に厳しい状況となっています。
市の財政状況を勘案すると、ご要望の市単独事業による拡充には慎重な検討が必要と考えています。
現段階においては、受益と負担の公平性を考え、常にコスト意識を持ちながら事業を進めていきたいと考えております。
７、国は子ども・子育て支援の新制度２０１５年度開始に向け、「子ども・子育て会議」で議論がされている。しかし、いまだ不透明な部分が多く、どう変わるのかさえわからないまま自治体に新制度への準備を求めている。

①新制度に向けての準備には、時間的に無理がある。国に対し、十分な時間を保障するよう求めること。
②新制度では、放課後児童クラブは全学年が対象となる。保護者の声を十分聞き、市の責任で施設・環境整備や人員配置をおこなうこと。

（学校・園再編推進室）

①　子ども・子育て支援に関する新たな制度は、平成27年４月に本格施行される予定です。この新たな制度の円滑な施行に向けて、現在、内閣府に設置している「子ども・子育て会議」で、保育の必要性の認定基準や幼保連携型認定こども園の認可基準などを議論しているところです。
　　本市といたしましては、この新たな制度に向けた国の取り組みに歩調を合わせて「桑名市子ども・子育て会議」を設置するとともに、子育て家庭に対するアンケートの「子ども・子育て支援に関するニーズ調査」を実施いたしました。
　　ご指摘のとおり、新たな制度の施行準備は、実施主体となる市町村にとって多大な労力を伴うものでございますが、引き続き、国の動向に注視しながら、事業計画の策定や条例の制定など、子育て中の保護者が安心して保育や子育て支援を利用できるように、国や県とも連携を図りながら取組みを推進してまいります。

（子ども家庭課）
②　新制度における放課後児童クラブの基準については、現在、国において、対象を小学生全学年とすること、指導員の資格、員数等の議論が行われていますが、国の基準をもとに市においても来年度に条例を制定する予定をしています。
　　制定にあたっては適切な運営が行われるよう関係者のご意見をお聴きして検討を行うとともに、新制度への対応に関して各クラブへの必要な支援も合わせて検討を行っていきます。
８、小中学校の３０人以下学級の対象学年を拡大すること。
（学校教育課）
県では、「少人数教育推進事業」として、下限２５人の条件を満たす小学校１、２年生で３０人学級を実施するほか、下限２５人の条件を満たす中学校１年生において３５人学級を実施しています。
ご要望の３０人学級以下の対象学年の拡大につきましては、市単独で実施するには、相当数の教員を確保する必要があり、人員確保や費用面等から困難さが生じますので、今後とも県による支援を要望してまいりたいと考えていますので、ご理解賜りますようお願いします。

９、熱中症対策として早急に全小学校普通教室にクーラーを設置すること。

（教育総務課）
現在、熱中症対策といたしましては、市内幼稚園・小学校・中学校に対して教育活動中における適切な水分補給の必要性や日常生活の注意事項等、詳細にわたる注意喚起を行っております。
また、今年度は、日本体育協会の熱中症予防のための運動指針を参考に安全から危険までを色別に示した表、「熱中症に対する危険レベル」を市で作成し、これを基に各学校での運動実施に対して注意を促しました。
さらに、６～７月の猛暑を受け、その対策として、幼稚園児・小学校1年生の児童に対して、首に巻くだけですぐに冷たく感じる「クールカラーバンド」を配布し、子どもたちの健康安全保持に努めました。
ご要望の空調機設置については、本市の学校及び教室数から、その整備と維持には多額の費用を要することが予測されます。
ついては、他市の整備事例や国等の補助制度を今後も引き続き研究してまいります。
いずれにいたしましても、ご心配をいただいております熱中症対策にはこれからも十分に配慮してまいりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。
１０、ごみ問題は市民全体で取り組むべき大きな課題である。ごみはどう処理するかではなく、どう無くすのかという立場に立って、ごみの減量化や焼却施設の整備についても、将来の方向性も踏まえ、市民全体で考えることが必要である。

①可燃物焼却施設の建設計画を全市民に知らせ、市民の意見を聞き、ごみの減量化を考え、取り組みを強めること。
（廃棄物対策課）

新焼却施設の建設は、ご承知のとおり三重県のＲＤＦ処理事業の撤退に伴うものであり、平成３３年度より稼動しなければなりません。
新施設の建設計画は、来年度より各種の調査・申請が始まりますので、内容等につきましては、桑名広域清掃事業組合と連携し必要に応じ市民へ公表・周知してまいります。
また、ごみの減量化につきましても、桑名広域清掃事業組合を構成する２市２町と連携し、継続して取り組んでまいります。
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